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事 務 連 絡 

令和７年９月５日  

 

一般社団法人日本病院会 御中 

 

厚生労働省医政局総務課 

 

 

高齢者施設等が定める協力医療機関の要件に係る取扱いについて（周知依頼） 

 

日頃より、医療行政の推進に多大なる御協力を賜り、厚く御礼申し上げます。 

標記について、老健局・医政局の関係課連名で事務連絡を発出しましたので、

お知らせいたします。 

つきましては、高齢者施設等が定める協力医療機関の要件に係る取扱いにつ

いて御了知いただくとともに、貴会会員に対し周知等の御協力をお願い致しま

す。 

 

［添付資料］ 高齢者施設等が定める協力医療機関の要件に係る取扱いについて 

別添 令和６年度介護報酬改定に関するＱ＆Ａ  
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事 務 連 絡 

令和７年９月５日 

 

各都道府県介護保険主管部（局）  

各市区町村介護保険主管部（局） 御中 

 

都道府県 

各 保健所設置市 衛生主管部（局） 御中 

特 別 区 

 

厚 生 労 働 省 老 健 局 高 齢 者 支 援 課 

厚生労働省老健局認知症施策・地域介護推進課 

厚 生 労 働 省 老 健 局 老 人 保 健 課 

厚 生 労 働 省 医 政 局 総 務 課 

 

高齢者施設等が定める協力医療機関の要件に係る取扱いについて 

 

平素より、厚生労働行政の推進につきまして、御協力を賜り厚く御礼申し上げます。 

令和６年度介護報酬改定では、高齢者施設等（介護老人福祉施設、地域密着型介護

老人福祉施設入所者生活介護、介護老人保健施設、介護医療院、養護老人ホーム、軽

費老人ホーム、特定施設入居者生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護及び認

知症対応型共同生活介護）と協力医療機関との連携強化に係る見直しを行いました。 

具体的には、介護老人福祉施設、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護、介

護老人保健施設、介護医療院及び養護老人ホームにおいて、在宅医療を支援する地域

の医療機関等と実効性のある連携体制を構築するため、入所者の病状が急変した場合

等において、①医師又は看護職員が相談対応を行う体制を常時確保していること、②

診療を行う体制を常時確保していること及び③入院を要すると認められた入所者の入

院を原則として受け入れる体制を確保した協力医療機関を定めることを経過措置３年

として義務化しました。また、軽費老人ホーム、特定施設入居者生活介護、地域密着

型特定施設入居者生活介護及び認知症対応型共同生活介護については、上記①及び②

を満たす協力医療機関を定めることを努力義務としました。 

今般、高齢者施設等が定める協力医療機関の要件に係る取扱いについて、別添のと

おり、「令和６年度介護報酬改定に関するＱ＆Ａ（Vol.16）（令和７年９月５日）」を発

出しましたので、御了知の上、管内の高齢者施設等や医療機関に対し、周知徹底を図

るとともに、その運用に遺漏なきようお願いいたします。 
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（別添） 

事 務 連 絡 

令和７年９月５日 

 

 

都道府県 

各 指定都市 介護保険主管部（局） 御中 

中 核 市 

 

厚 生 労 働 省 老 健 局 高 齢 者 支 援 課 

厚生労働省老健局認知症施策・地域介護推進課 

厚 生 労 働 省 老 健 局 老 人 保 健 課 

 

 

「令和６年度介護報酬改定に関するＱ＆Ａ（Vol.16）（令和７年９月５日）」の 

送付について 

 

介護保険制度の運営につきましては、平素より種々ご尽力をいただき、厚く御礼申

し上げます。 

「令和６年度介護報酬改定に関するＱ＆Ａ（Vol.16）（令和７年９月５日）」を送付

いたしますので、貴部局におかれましては、御了知の上、管下市町村又は事業所等へ

の周知を徹底し、その取扱いに当たっては遺漏なきよう、よろしくお願い申し上げま

す。 
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【居住系サービス・施設系サービス】 

○ 協力医療機関について 

問 介護老人保健施設は、基準省令において、入所者の病状の急変等に備え

るため、あらかじめ、協力医療機関を定めておかなければならないことと

されている。この点、協力医療機関の要件として、「当該介護老人保健施

設からの診療の求めがあった場合において診療を行う体制を、常時確保し

ていること。」、「入所者の病状が急変した場合等において、当該介護老人

保健施設の医師又は協力医療機関その他の医療機関の医師が診療を行い、

入院を要すると認められた入所者の入院を原則として受け入れる体制を確

保していること。」が規定されているが、それぞれ、入所者に対して常に

往診を行う体制が整っていない場合、入所者が入院を要する場合に備え

て、常に空床を確保していない場合においても要件を満たすものとして差

し支えないか。 

（答） 

貴見のとおり。介護老人保健施設の人員、施設及び設備並びに運営に関す

る基準（平成 11 年厚生省令第 40 号）第 30 条第１項第２号に規定する「当該

介護老人保健施設からの診療の求めがあった場合において診療を行う体制を、

常時確保していること」の要件については、介護老人保健施設からの診療の

求めがあった場合において、常時外来も含めて診療が可能な体制を確保する

必要があることを求めているものであり、必ずしも往診を行う体制を常時確

保している必要はない。 

 また、同項第３号に規定する「入所者の病状が急変した場合等において、

当該介護老人保健施設の医師又は協力医療機関その他の医療機関の医師が診

療を行い、入院を要すると認められた入所者の入院を原則として受け入れる

体制を確保していること」の要件については、必ずしも当該介護老人保健施

設の入所者が入院するための専用の病床を確保する必要はなく、一般的に当

該地域で在宅療養を行う者を受け入れる体制が確保されていればよい。 

  これらの考え方については、介護老人福祉施設、地域密着型介護老人福祉

施設入所者生活介護、介護医療院及び養護老人ホームにおける協力医療機関

についても同様（※）である。なお、協力医療機関を定めておくことは、令

和９年４月１日より義務化（令和９年３月31日まで努力義務）されるが、期

限を待たず、可及的速やかに連携体制を構築することが望ましい。 

 

※  前段の「診療の求めがあった場合において診療を行う体制を、常時確保して

いること」の要件の考え方については、令和６年度介護報酬改定で協力医療機

関を定めることを努力義務とした特定施設入居者生活介護、地域密着型特定施

設入居者生活介護、認知症対応型共同生活介護及び軽費老人ホームについても

同様である。 


